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午前１０時０３分 開会

（出席議員数１８名）

────────────────────

開 会 宣 告

────────────────────

これより、本日をもっ○議長（中元優君）

て招集されました平成１８年第４回富良野市

議会定例会を開会いたします。

────────────────────

開 議 宣 告

────────────────────

直ちに、本日の会議を○議長（中元優君）

開きます。

────────────────────

会議録署名議員の指定日程第１

────────────────────

日程第１ 会議録署名○議長（中元優君）

議員の指定を行います。

本定例会の会議録署名議員には、会議規則

第１１９条の規定により、

野 嶋 重 克 君

北 猛 俊 君

上 田 勉 君

宍 戸 義 美 君

今 利 一 君

菊 池 敏 紀 君

佐々木 優 君

岡 野 孝 則 君

宮 田 均 君

千 葉 健 一 君

以上、１０名の諸君を指定いたします。

なお、本日の署名議員には、

野 嶋 重 克 君

北 猛 俊 君

を御指名申し上げます。

────────────────────

諸 般 の 報 告

────────────────────

事務局長をして、諸般○議長（中元優君）

の報告をいたさせます。

事務局長桐澤博君。

－登壇－○事務局長（桐澤博君）

議長の諸般の報告を朗読いたします。

市長より提出の事件、議案第１号から議案

第３１号まで及び報告第１号につきまして

は、あらかじめ御配付のとおりでございま

す。

議案第３２号につきましては、本日御配付

のとおりでございます。

次に、議会及び監査委員より提出の事件に

つきましては、本日御配付の議会側提出件名

表に記載のとおり、議長にそれぞれ提出がご

ざいました。このうち、調査終了をいたしま

した事件につきましては、報告書として御配

付のとおりでございます。

次に、市長より行政報告の申し出があり、

その概要につきましては、本日御配付のとお

りでございます。

次に、議長の閉会中の主な公務につきまし

ては、議長報告といたしまして本日御配付の

とおりでございます。朗読は、慣例により省

略させていただきます。

次に、本定例会の説明員につきましては、

別紙名簿として御配付のとおりでございま

す。

最後に、本日の議事日程につきましても、

お手元に御配付のとおりでございます。

以上でございます。

────────────────────

会期の決定日程第２

────────────────────

日程第２ 会期の決定○議長（中元優君）

についてを議題といたします。

本定例会の運営に関し、議会運営委員会よ

り報告を願います。

議会運営委員長横山久仁雄君。

－登壇－○議会運営委員長（横山久仁雄君）

議会運営委員会より１２月４日に告示され

ました平成１８年第４回定例会が本日開催さ

れるに当たりまして、１２月６日及び本日、

議会運営委員会を開催し、審議いたしました

結果について御報告申し上げます。

本定例会に提出されました事件数は５３件

でございます。うち議会側提出事件は２０件
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で、その内訳は、付託審査案件報告１０件、

事務調査報告３件、都市事例調査報告３件、

特別委員会報告１件、例月出納検査報告３件

でございます。

市長よりの提出事件は３３件で、その内訳

は、予算７件、条例１７件、人事１件、報告

１件、その他７件でございます。

事件外といたしまして、市長行政報告及び

議長報告がございます。

次に、運営日程について申し上げます。

本会議第１日目の本日は、会期の決定後、

市長の行政報告を受け、次に平成１８年第３

回定例会で市民福祉委員会に付託の議案第６

号について審議を願い、次に同じく平成１８

年第３回定例会で、決算審査特別委員会に付

託の認定第１号から認定第９号までの審議を

願います。

次に、所管事項に関する委員会報告、議会

改革特別委員会報告、監査委員報告を受け、

次に報告第１号及び議案第３２号の審議を願

います。

次に、議案第１号より議案第３１号までの

提案説明を受け、第１日目の日程を終了いた

します。

１２月１２日、１３日、１４日、１５日は

議案調査のため、１２月１６日、１７日は休

日のため、それぞれ休会といたします。

本会議２日目、１２月１８日、第３日目、

１９日、第４日目、２０日は、市政に関する

一般質問を行い、これを終了いたします。

１２月２１日には、議案調査のため休会と

いたします。

本会議第５日目、１２月２２日は、議案第

１号と関連する議案第８号の審議を願い、次

に、議案第２号から議案第７号まで及び議案

第９号と関連する議案第２０号、議案第２７

号から議案第３０号までの審議を願い、次

に、議案第１０号及び議案第１２号から議案

第１４号まで及び議案第１１号の審議を願い

ます。

次に、議案第１５号から議案第１９号まで

及び議案第２１号の審議を願い、次に、議案

第２２号並びに議案第２６号及び議案第２３

号から議案第２５号及び議案第３１号の審議

を願います。

そのうち、議案第１０号、議案第１２号、

議案第１３号及び議案第１４号につきまして

は総務文教委員会へ、議案第１５号から議案

第１９号までの議案につきましては市民福祉

委員会へ、議案第２２号及び議案第２６号に

つきましては経済建設委員会へそれぞれ付託

し、閉会中審査を願うことで申し合わせをし

ております。

最後に、追加議案のある場合は順次審議を

願い、閉会中の諸手続をいたしまして本定例

会を終了いたします。

次に、議案外の運営につきまして申し上げ

ます。

一般質問の通告期限は本日１３時まで、請

願、意見案、調査等の提出期限につきまして

は１２月１８日の日程終了時までとすること

で申し合わせをいたしております。

以上、平成１８年第４回定例会の会期は、

本日１２月１１日から１２月２２日までの１

２日間とすることで委員会の一致を見た次第

であります。

議員、理事者各位の御協力を賜りますよう

お願いを申し上げまして、議会運営委員会か

らの報告といたします。

お諮りいたします。○議長（中元優君）

ただいま委員長より報告のとおり本定例会

を運営し、会期は１２月１１日から１２月２

２日までの１２日間とし、うち１２日、１３

日、１４日、１５日、２１日は議案調査のた

め、１６日、１７日は休日のため、それぞれ

休会といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本定例会の会期は、ただいまお諮

りのとおり、本日から１２日間と決定いたし

ました。

────────────────────
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行 政 報 告

────────────────────

この際、あらかじめ申○議長（中元優君）

し出のありました市長の行政報告に関する発

言を許可いたします。

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

第４回富良野市議会定例会行政報告を申し

上げます。

その１点目は、平成１８年度地域懇談会の

実施についてでございます。

１０月２４日から１１月１５日の間、市内

１５会場におきまして、平成１８年度の地域

懇談会を４０５人の参加を得て実施いたしま

した。

懇談の内容につきましては、富良野市の財

政状況、及び自治の形に関する方向性につい

て御意見をいただくとともに、各地域の課題

など、まちづくりに向けた貴重な意見交換の

場となったところでございます。

懇談会でも、意見や課題の概要につきまし

ては、広報ふらの及び市ホームページでお知

らせをしてまいります。

２点目は、要望運動についてでございま

す。

その１、下水道事業予算の確保について。

１０月３１日に財務省、６区及び管内選出

衆議院議員に対し、平成１９年度下水道事業

費の増額確保、財政支援措置の拡充について

要望してまいりました。

その２、旭川地方法務局富良野出張所の存

続についてでございます。

旭川地方法務局から提案されておりました

富良野出張所の旭川東出張所への統合につい

て、富良野地区広域市町村圏振興協議会会長

として、圏域町村長、富良野沿線農業委員会

連絡協議会及び富良野法務会とともに、３月

３０日に旭川地方法務局に対し、圏域住民に

対する十分な説明と理解を得た上での検討や

利便性の確保対策など、富良野出張所の存続

について要望を行ったところでございます。

また、圏域市町村議会及び各団体とで構成

する富良野法務局を存続させる会の署名活動

による６,７４７筆の署名の結集を、富良野

法務局を存続させる会会長として、圏域市町

村長とともに１１月１４日に旭川地方法務局

に提出し、あわせて富良野出張所の存続につ

いて要望をしてまいりました。

その３、国営総合農地防災事業空知川地区

の推進についてであります。

国営総合農地防災事業空知川地区特別対策

協議会会長として、１１月１４日に北海道開

発局旭川建設部に対し、国営総合農地防災事

業空知川地区の新規全体実施設計の着手につ

いて要望をしてまいりました。

その４、地域高規格道路旭川十勝道路の整

備促進についてであります。

旭川十勝道路整備促進期成会会長として、

１１月１４日に北海道開発局旭川開発設計部

に対し、また１６日及び１７日には、国土交

通省、財務省、６区及び管内選出衆議院議員

に対し、道路予算の増額確保、新たな北海道

総合開発計画に基づく社会資本整備の着実な

推進、既指定整備区間富良野道路の整備促

進、既指定調査区間旭川東神楽道路、美瑛道

路、富良野北道路、富良野南道路の整備区間

への早期指定、加えて未指定区間、美瑛町、

中富良野町、富良野市、占冠村の調査区間へ

の早期指定について要望をしてまいりまし

た。

その５、上川地方総合開発に関する事業の

推進についてであります。

上川地方総合開発期成会副会長として、１

１月１６日に、国土交通省、財務省、６区及

び管内選出衆議院議員に対し、平成１９年度

上川地方総合開発に関する事業の推進につい

て要望をしてまいりました。

その６、アスベスト対策に関する要望につ

いてであります。

石綿採掘鉱山跡地を抱える富良野市とし

て、住民の健康不安や環境に与える影響を解

消するため、１１月２９日に、厚生労働省、

環境省及び経済産業省に対し、国における特

定粉じん濃度測定、健康診断、健康相談及び
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鉱山跡地の緑化対策の実施について要望をし

てまいりました。

その７、固定医師確保に関する要望につい

てであります。

富良野医師会会長及び地域センター病院長

とともに、１２月５日に旭川医科大学附属病

院第３内科に対し、また８日には富良野医師

会会長とともに旭川医科大学附属病院長に対

し、地域センター病院への医師の確保と固定

化について要望をしてまいりました。

以上であります。

以上で、市長の行政報○議長（中元優君）

告を終わります。

────────────────────

日程第３

議案第６号（第３定） 富良野看護

専門学校学生寮条例の全部改正につ

いて

────────────────────

日程第３ 前回より継○議長（中元優君）

続審査の議案第６号富良野看護専門学校学生

寮条例の全部改正についてを議題といたしま

す。

本件２件に関し、委員長の報告を求めま

す。

市民福祉委員長日里雅至君。

－登壇－○市民福祉委員長（日里雅至君）

市民福祉委員会より、平成１８年第３回定

例会において付託されました議案第６号富良

野看護専門学校学生寮条例の全部改正につい

て、審査の経過と結果を御報告申し上げま

す。

この条例は、指定管理者により富良野看護

専門学校学生寮を管理するもので、導入に必

要な規定及び文言整理を行い、また、冬期暖

房料減免規定の見直しを含め全部を改正する

ものであります。

本委員会では、担当部局に本条例の解釈、

運用など逐条説明を求めるとともに、施行規

則及び指定管理における基準や要項など、資

料の提出とその説明を求め、慎重に審査を進

めてきた次第であります。

審査の中で、指定管理者に当たり、学生寮

の管理における安全性について、条例でうた

うことの必要性が論じられましたが、指定管

理業者との協定において、業務内容や管理運

営に関する業務基準に位置づけることで確保

していくとの説明があり、理解をしたところ

であります。

また、学生寮費の不還付条項における基準

の明確化について意見がありましたが、これ

については、条例施行規則の中に規定される

ことで一定の理解が得られました。

さらに、使用料の減免制度の廃止につい

て、看護師は保健、医療や福祉の担い手であ

り、本校の学生は地域の貢献に期待できる人

材として、育成確保のための支援充実を願う

ものであります。

したがって、災害や災難を負った学生を少

しでも公の力で支援していくことが社会全体

の利益となり、福祉社会の観点からも残して

いくべきとの意見が強くあり、活発な議論が

ありました。

しかし、入寮生は学生の一部であるため、

この減免規定は不公平な取り扱いになってい

ることから、入寮に対してのさらなる平等性

を確保するために、期間的条件を設けるな

ど、入寮条件の整備に期待をし、改正案のと

おり削除することについて、委員会として意

見の一致を見たところであります。

以上、審査経過を踏まえ、本委員会は議案

第６号富良野看護専門学校学生寮条例の全部

改正については、原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。

以上を申し上げ、市民福祉委員会からの報

告といたします。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、質○議長（中元優君）

疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

議案第６号について、委員長の報告のとお
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り決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり可決

することに決しました。

────────────────────

日程第４

認定第１号（第３定） 平成１７年

度富良野市一般会計歳入歳出決算の

認定について

認定第２号（第３定） 平成１６年

度富良野市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について

認定第３号（第３定） 平成１６年

度富良野市介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について

認定第４号（第３定） 平成１６年

度富良野市老人保健特別会計歳入歳

出決算の認定にいて

認定第５号（第３定） 平成１６年

度富良野市公設地方卸売市場事業特

別会計歳入歳出決算の認定について

認定第６号（第３定） 平成１６年

度富良野市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について

認定第７号（第３定） 平成１６年

度富良野市簡易水道事業特別会計歳

入歳出決算の認定について

認定第８号（第３定） 平成１６年

度富良野市水道事業会計決算の認定

について

認定第９号（第３定） 平成１６年

度富良野市ワイン事業会計決算の認

定について

日程第４ 前回より継○議長（中元優君）

続審査の認定第１号から認定第９号まで、以

上９件を一括して議題といたします。

本件９件に関し、委員長の報告を求めま

す。

決算審査特別委員長北猛俊君。

－登壇－○決算審査特別委員長（北猛俊君）

決算審査特別委員会より報告いたします。

第３回定例会において継続審査の付託を受

けた認定第１号より認定第９号の平成１７年

度富良野市一般会計ほか各会計決算について

は、９月１５日に審査日程、要求資料の検討

並びに決算内容について理事者から総括的に

説明を受け、１１月６日、７日、９日の３日

間にわたり各所管部ごとの審査を行いまし

た。

１１月２２日は財政の健全化についてな

ど、６項目について意見交換を行いました

が、初めに市長より、平成１７年度は厳しい

財政状況の中で執行者として適切な執行を行

い、その上で次年度にどのように対応してい

くのか、決算状況を踏まえ、住民、議会、理

事者それぞれ共通の選択の中で明確に進めて

いかなければ旨の認識が述べられました。

続いて、財政の健全化についての意見交換

では、平成１７年度の財源不足の発生は、実

質２億５,７００万円に達し、経常的な財源

不足の解消が急務であることから、行政サー

ビスの取捨選択も必要となり、自助、共助、

公助を基本とし、限られた財源の中で行政が

担うべき役割を明らかにする中から、身の丈

に合った予算とするための見直しが不可欠と

する考えと、今後その具体化のための計画策

定を行うことが示されました。

その他、安全・安心農業推進事業、行政評

価システムの有効活用、市の各商工融資制

度、上下水道料金の徴収、富良野演劇工場の

指定管理者料についてなど意見交換を行いま

したが、平成１７年度決算を踏まえた今後の

取り組み期待することで理解をいたした次第

でございます。

以上の内容から、その審査結果につきまし

ては、認定第１号より認定第９号までの９件

につきまして、全会一致で認定すべきものと

決した次第であります。

以上を申し上げ、決算審査特別委員会の報

告といたします。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）
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し、質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、委○議長（中元優君）

員長に対する質疑は終わります。

討論の申し出はございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

申し出がございません○議長（中元優君）

ので、これより認定第１号平成１７年度富良

野市一般会計歳入歳出決算の認定について採

決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定とすべき

ものであります。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

とすることに決しました。

次に、認定第２号平成１７年度富良野市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て採決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第３号平成１７年度富良野市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について採

決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第４号平成１７年度富良野市老

人保健特別会計歳入歳出決算認定について採

決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第５号平成１７年度富良野市公

設地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認

定について採決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第６号平成１７年度富良野市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて採決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定
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することに決しました。

次に、認定第７号平成１７年度富良野市簡

易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て採決いたします。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第８号平成１７年度富良野市水

道事業会計決算認定について採決いたしま

す。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

次に、認定第９号平成１７年度富良野市ワ

イン事業会計決算認定について採決いたしま

す。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件に関する委員長報告は、認定すべきも

のであります。これに御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、委員長報告のとおり認定

することに決しました。

────────────────────

日程第５

所管事項に関する委員会報告

────────────────────

日程第５ 前回より継○議長（中元優君）

続調査の所管事項に関する委員会報告を議題

といたします。

順次、委員長の報告を求めます。

最初に、調査第第１０号及び都市事例調査

について。

総務文教委員長東海林剛君。

－登壇－○総務文教委員長（東海林剛君）

総務文教委員会より、平成１８年度第３回

で許可を得ました調査第１０号食農教育につ

いての調査経過と結果について御報告申し上

げます。

食農教育は、生きることの最も基本的な要

素である食と、それを支える農業に大切さに

ついて、学び、体験することと定義づけられ

ております。

本委員会、本市における食育についての考

え方、食農教育への取り組みなど、担当部局

に資料の提出と説明を求め、さらに都市事例

調査も実施調査を進めてまいりました。

国においては、平成１７年７月に食育基本

法が施行され、平成１８年３月には実行プラ

ンとして食育推進基本計画が策定されまし

た。

北海道は、国に先駆け食育を積極的に推進

するとして、平成１７年４月１日北海道食の

安心・安全条例を施行し、１７年１２月には

条例に基づき、食育を具体的に進めるための

北海道食育推進行動計画を策定しておりま

す。

その背景については、中段を御一読願いた

いと思います。

国の食育基本法の前文では、食育の対象は

あらゆる世代に必要であるものの、特に子供

たちに関しての食育については、心身の成長

及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯

にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間

性をはぐくんでいく基礎となるものと位置づ

けています。

しかし、近年、子供の成長には朝食摂取が
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重要であることを理解していない親がふえて

おり、家庭での食事もファーストフードや市

販の弁当に頼る傾向があり、子供たちを取り

巻く食環境の崩壊が懸念されております。

このような現状が調査を重ねる過程で明ら

かになり、本委員会では、主に次のような意

見が出されました。

まず、現状の食環境において、今なぜ食が

大切なのかということが、学校、家庭、地域

において十分認知されていない。

富良野の子供たちの食に今何が起きている

のか、データをとって、現状を把握するべき

である。例えば、学校給食の食べ残しを調査

するだけても、子供たちが置かれている現状

が見えてくるのではないか。

次に、食育を進める上では、学校、家庭、

農業者や食品関連業者など、さまざまな立場

においての連携がかぎになる。行政の各部局

を連携をしなければ、施策として進めること

ができない。

また、行政が食育に取り組むためには、各

部局に共通した理念が必要である。条例もし

くは推進計画の策定も検討していくべきでは

ないか。

さらに富良野は、農業と観光が基幹産業で

あり、新鮮な食材を提供できる恵まれた環境

にあり、食と農と健康を考えるネットワーク

会議など、担い手が多く、こうした人材を食

育に活用すべきであるなど、多岐にわたりま

した。

このようなことから、今の子供たちに最も

必要なことは、農業体験などを通じて食べる

ということが動植物の命をいただいていると

いうことを理解することであり、もったいな

いという心をはぐくむことであると考え、今

後の行政執行に当たっては次の４点に留意さ

れ、富良野市の将来を担う子供たちの健全な

育成に御尽力をいただくとともに、食農教育

の推進に取り組まれるよう求めるものであり

ます。

１、食育推進に当たっては、子供たちの食

環境についての現状把握を早急に行うこと。

２、食農教育推進に当たっては、家庭、教

育関係者、食品事業者、ボランティア、関係

機関など、関係者の相互における連携を促進

を図ること。

３、食育理念の共有化を図るため、富良野

型食育推進基本計画の策定を検討すること。

４、行政は食育の担い手を行う食育事業を

ＰＲ、支援し、担い手の育成を図ること。

以上の意見を付して、事務調査の報告とい

たします。

続きまして、同じく平成１８年第３回定例

会において許可を得ました都市事例調査につ

いての調査結果を御報告申し上げます。

１１月１４日から１７日のまでの４日間、

高知県高知市、高知県南国市、愛媛県新居浜

市において、食農教育について委員６名によ

り調査・実施をいたしました。詳細について

は、お手元に御配付のとおりでございますの

で、御一読をお願いいたします。

事務調査、そして都市事例調査において感

じたことでありますが、食農教育は人や自然

との触れ合いを通して命の営みや食の大切さ

を実感するものであり、子供たちの中で離れ

かけた食と農をつなぐ一つの道であり、教育

効果は高いものと考えます。

食農教育が富良野市全体の取り組みとして

進められるよう願うものであります。

以上、総務文教委員会からの報告とさせて

いただきます。

ただいまの報告、意見○議長（中元優君）

に関し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で総務文教委員長の報告を終わります。

次に、調査第８号及び都市事例調査につい

て。

市民福祉委員長日里雅至君。

－登壇－○市民福祉委員長（日里雅至君）

平成１８年第２回定例会において継続調査

の許可を得た事件について、下記のとおり報

告をいたします。

調査第８号保健・医療・福祉・介護におけ
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る連携について。

本委員会は、保健・医療・福祉・介護にお

ける連携について、担当部局より保健福祉部

門での事業取り組み状況の説明を求め、特に

地域医療と老人福祉及び介護を中心とした連

携について調査を行ってまいりました。

高齢化の進展、慢性疾病患者中心の疾病構

造の変化、医療技術の高度化に伴った医療に

対するニーズは複雑で多様化しております。

市民のニーズに適切に対応できるよう、保

健・医療・福祉・介護の各サービスが、総合

的かつ継続的に展開できるような体制を充実

していくことが重要であります。

今年中に策定予定であります地域医療計画

の事務作業が進められております。

今後における課題としては、１、相談機

能、総合相談体制の充実。２、地域コミニュ

ティとの連携。３、横断的な機能、システム

の構築。４、ケアマネーマネージメントシス

テムの充実。５、地域包括ケアシステムの構

築とされ、それぞれの課題に向け取り組みを

進めているところであります。

現在、地域社会は高度経済成長に伴い、地

域における人と人との関係は次第に希薄化し

てきております。求められる地域福祉、地域

医療は、住みなれた地域で住み続けることの

できる社会づくりであり、在宅医療、在宅介

護を基本とした地域コミニュティの再生が叫

ばれております。

地域におけるコミニュティの再構築には、

そこに住んでいる人たちの生活状況を一定程

度把握をし、互いに支え合うことのできる社

会の仕組みを確立していくことが重要な課題

であります。

行政は、地域コミニュティの確立に向け、

後押しする仕組み、取り組みを行う調整役と

しての役割が必要であると考えます。

その上で、地域医療を核とした地域福祉、

介護の仕組みを有機的に結びつけ、地域の要

望を把握し、それぞれの計画を効率的に運用

していくことが望まれます。

地域医療については、地域センター病院の

移転を来春に控え、地域センター病院運営委

員会や共同利用施設運営委員会を中心とした

包括ケア活動に期待されるところでありま

す。

また、行政は理念を明確にし、策定予定の

地域医療計画において役割を示し、病院との

信頼関係の中から温かい医療政策の展開を期

待するところであります。

地域住民とともに、地域医療、地域福祉の

向上を目指し、長寿社会を真に豊かで喜び合

える地域社会とするため、保健・医療・福

祉・介護の一体的な推進によるきめ細かな

サービスを総合的に供給できるシステムを整

備推進されたい。

今後、執行に当たりましては、次の点に留

意をして執行に当たっていただきたい。

１、社会の担い手のかぎとなる地域コミ

ニュティの確立に向けて、行政としての役割

を明確にし、体制の構築に努められたい。

２、保健・医療・福祉・介護の連携の強

化、地域医療を含めた総合的な包括ケアシス

テムの確立を早期に図られたい。

続きまして、平成１８年第３回定例会にお

いて都市事例の許可を得て、１０月の２日か

ら１０月の５日まで調査に行ってまいりまし

た。

その中で、香川県の綾川町の部分について

報告をさせていただきたいというふうに思い

ます。

綾川町については、地域医療ということで

調査を行ってまいりました。この町は、町民

のだれもが健康にいきいきと暮らせるまちづ

くりの理念に基づいて、地域に密着した保

健・医療の拠点づくりのために、行政と住民

が一体となった百人委員会を設置し、そこで

十分な議論がなされて地域医療体制が図られ

ておりました。

平成１６年に、公的医療機関である国民健

康保険陶病院と国民健康保険保健福祉総合セ
すえ

ンター、「えがお」を併設し、保健福祉総合

センターの中には保健福祉の窓口を初め、病

児の保育、訪問看護から地域包括支援セン
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ターまで、保健福祉のすべての窓口サービス

を設置をしまして、地域に密着した総合拠点

となっておりました。

また、訪問看護ステーション、介護支援関

係施設も病院と併設することで、介護認定や

特定老人及びその他の家族に対して、医師、

看護師、社会福祉士が一体となった安心した

サービスの提供を受けられるような体制を確

保しておりました。

病院長を中心に、町政と信頼関係の中で、

地域医療、保健福祉の信念と理念を持って取

り組んでおりました。

今後は、老人保健施設、養護老人ホームも

そこに併設をし、提供をしていくというふう

に聞いておりました。

それで、今回の部分の中で、委員の中から

も報告がありまして、特に付け加えさせてい

ただきます。

地域医療についてということで、地域医療

を担う地方の医療機関は、医療制度の改革に

よる診療報酬の改定、さらに臨床研修医制度

の導入により、地方の医師不足と経営などの

診療体制の維持に影響を受け、地域医療を担

う自治体が経営する病院は、地域の特性や住

民要望にこたえられる地域医療体制をつくる

ために努力をしていたと。

本調査で感じたことは、一つの事業を成し

遂げるには信念と理想を持ち、十分な住民合

意を図り、それぞれ実践をする人材の確保と

人材育成が一番大事だということを付け加

え、報告とさせていただきます。

あと、笠岡、それから東温については記載

のとおりでございますので、御一読をいただ

きたいというふうに思います。

以上でございます。

ただいまの報告２件に○議長（中元優君）

関し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で市民福祉委員長の報告を終わります。

次に、調査第９号及び都市事例調査につい

て。

経済建設委員長宍戸義美君。

－登壇－○経済建設委員長（宍戸義美君）

経済建設委員会より御報告を申し上げま

す。

本委員会は、平成１８年第２回定例会にお

いて許可を得た事務調査、観光行政につい

て、担当部局より本市の観光振興にかかわる

資料の提出と、現在までの観光の変遷につい

て説明を受け、さらに観光経済調査を踏まえ

て、富良野市が今後目指す基本方向について

考えを聴取してまいりました。

また、委員会では、都市事例調査もあわせ

て実施をし、本市における今後の観光振興方

策検討の一助となったところであります。

さて、本市における観光は、アルペンス

キー大会、北海へそ祭り、北の国からの放映

もあって２０７万人となった状況でもありま

したが、この観光も大きな転換期を迎えてお

り、今後、推進方策等が急務となっている状

況であります。

このことから、委員会では現在までの富良

野観光総括及び示された基本的な考え、さら

に今後の方向性について活発な議論が行われ

たところであり、富良野市観光経済調査を踏

まえ、３点に絞り市経済の持続的な発展を目

指すとされている内容であります。

項目として、一つには、観光消費対策の促

進を挙げており、二つには、観光産業対策の

促進を挙げ、三つには、波及効果対策の促進

として、市民の参加を活発し、市内企業間の

取引拡大の機会を提供することとしておりま

す。

この方法をもとに、豊かな自然環境や美し

い山岳景観、また広域観光については富良

野・美瑛広域観光推進協議会の取り組みがあ

り、海外を中心に取り組むということと、圏

域における交流人口の目標を１４万人とし、

国内に傾注していくとのこと。

さらに、京都市、北海道、富良野、旭川市

の連携も１８年度から開始をしており、京都

のほかに、韓国、香港、台湾の取り組みも、

旭川と富良野、美瑛が連携して取り組んでい
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く形態になっているのであります。

委員会では、これらの取り組み状況を踏ま

え、富良野市の観光振興について意見交換を

行ってまいりましたが、特に議論が集中した

点について、次のとおり意見を付して調査報

告といたします。

１、自然・芸術・スポーツ・食など、富良

野らしい取り組みにより、リピーターや富良

野ファンをふやすなど、人との交流を重要視

した観光に努められたい。

２、民と官の役割を明確にするためにも、

産・学・官が横断的に協議できる場をつく

り、早急に観光戦略の基盤整備を図られた

い。

３、観光開発に係る問題点を未然に防ぐた

めにも、ふらのらしさの景観を守る条例の強

化などについて早急に検討をされたい。

４、以上の点も含め、富良野市観光産業振

興発展の指針として、観光誘致宣伝のあり方

及び基本的方向性やルールを示す必要がある

ことから、中長期的富良野観光戦略プランを

早期に策定されたい。

以上、４点の意見を付して報告を終わりま

す。

続きまして、平成１８年第３回定例議会に

おいて許可を得た事例調査を、１０月１１日

より実施をいたしてまいりました。

１日目の亀岡市は、京都府のほぼ中央に位

置し、緑豊かな自然環境に恵まれ、人口９,

万５,０００人の京都中部地区広域市町村圏

の中核都市として発展をしている状況であり

ます。

亀岡市の観光は、こだわりのある観光拠点

として、中心部から７キロ離れた山あいにあ

る湯の花温泉、また亀岡の発展に大きな成果

をもたらした保津川下りの観光、さらにはト

ロッコ列車を運行し、四季折々に美しい景観

を楽しませているという状況であります。

次に、亀岡市の観光客誘致では、観光協会

が独自発展をしておりますが、行政への依頼

度が高く、今後の方策検討が必要とされてい

るという状況であります。

また、特別な事項としては、将来的には亀

岡市に来て住み、自分でつくった野菜などを

食べ、さらには温泉との組み合わせ、心と体

をいやしてもらうというシステムを考え、今

後は地元産の農産物を内外に売り込むために

も、地元住民が亀岡のよさを再認識し、資源

の付加価値を高めることが重要な課題として

いるという状況でございました。

二日目の金沢市は、江戸時代に加賀百万石

と称され、兼六園を初め文化工芸の町として

も有名で、伝統工芸が現在も受け継がれてい

るという状況であります。

金沢市の観光行政は、こだわりのある観光

拠点として、日本の古き時代の家屋や三十間

長屋などが存在をしている一方で、２１世紀

美術館など新しいものを取り入れた観光行政

が進められております。

また、特産品として、値段的に高いという

難点もあり、新しいイベントとして金沢コレ

クションというべきものをつくり、今後は日

常生活の中でも取り入れられるという特産物

をＰＲしていこうということであります。

次に、金沢市の観光誘致では、特別な大き

なイベントは行ってはいないが、映画では釣

りバカ日誌、そして大河ドラマなど、７００

万人を超える観光客が訪れたとの話でもあり

ました。

また、国外観光客の誘致では、現在、韓

国、台湾観光客の推進事業を行っているが、

いろいろと金沢の売り込みをするために、案

内表示板を、従来は日本語と英語だったもの

から、中国語とハングル語を加えた案内板で

金沢を推進しているという状況であります。

さらに、特別な事項としては、金沢近郊に

は和倉温泉を筆頭に温泉街が多く、金沢市を

素通りしていく傾向があるので、昼間の観光

客を金沢市のホテル業界に宿泊客として呼び

込む施策が重要な課題とされるという内容で

ございまして、両市における視察経過を省略

して簡単に御報告をさせていただきました

が、詳細については記載のとおりでございま

すから、御一読いただきますようにお願いを
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申し上げまして報告を終わらさせていただき

ます。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、経○議長（中元優君）

済建設委員長の報告を終わります。

以上で、所管事項に関する委員会報告を終

わります。

────────────────────

日程第６

議会改革特別委員会報告

────────────────────

日程第６ 前回より継○議長（中元優君）

続調査の議会改革特別委員会報告を議題とい

たします。

委員長の報告を求めます。

議会改革特別委員長北猛俊君。

－登壇－○議会改革特別委員長（北猛俊君）

議会改革特別委員会より御報告を申し上げ

ます。

本委員会では、これまで議員報酬の削減、

一般質問における一問一答方式の採用、議員

定数の適正化について、精力的に協議・検討

を進め、それぞれ提起を行ってきたところで

あります。

議会改革の早期に取り組なければにならな

いとして検討を進めてきた大きな課題につい

ては、議員各位、理事者の御理解と御協力に

より決定をいただいたことに、改めて敬意を

申し上げます。

次に、これまでの協議の中で積み残しと

なっていた、政務調査費、反問権、傍聴規則

について協議を行うこととして進めてまいり

ましたので、その経過について御報告をいた

します。

初めに、政務調査費は、地方分権の進展に

より、地方公共団体の自己責任・自己決定が

拡大する中で、地方議会が住民の付託にこた

え、より積極的・効果的な議会活動を行うこ

とが求められてきていることなどを背景に、

平成１２年５月３１日に地方自治法の一部改

正がなされ、条例により地方議会の議員の調

査研究に必要な経費の一部として、議会にお

ける会派、または議員に対して政務調査費を

交付することができることとなっておりま

す。

道内３４市中、支給していない市は士別市

と富良野市の２市であり、ほとんどの市が平

成１３年４月より制度実施している状況にあ

ります。

本委員会では、政務調査費の条例や関係資

料をもとに、支出のあり方や透明性といった

観点から、会派、政党に持ち帰り協議をいた

だくなど、慎重に協議を進めてまいりまし

た。

各委員からさまざまな意見や見解が出され

ましたが、現時点では政務調査費を必要とす

る根拠が不明確であること、導入した場合に

おいても、公私の区分、目的と使途の整合性

が明確にできない等の点から、議論が成熟し

ない段階での導入は時期早尚として、導入し

ないことを確認いたしました。

次に、反問権についてでありますが、一般

質問における一問一答方式の採用に至る経過

の中で、市長より検討の要請があり協議をし

てきたところであります。

反問権とは、議会における質疑応答の基本

から、議員が質問を繰り返し、市長が答える

のに終始するというのではなく、議員の質問

に的確に答えるためとして、市長側に付与さ

れる問い返すことができる権利のことであり

ます。

反問権については、栗山町の議会基本条

例、ニセコ町のまちづくり基本条例における

考え方や取り扱いを参考にし、さらに市長、

助役との意見交換を行って協議を進めてまい

りました。

結果として、一般質問における一問一答方

式の採用や反問権の検討は、市民にとって理

解しやすい質疑応答と充実した議論展開が、

開かれた議会の進展とまちづくりや市民参加

の推進などへ効果を与えることに期待するこ

とが主であることから、権利としての反問権
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は規定する必要を認めないとの見解で一致を

見た次第であります。

しかし、一問一答方式では、関連して議論

が広がる可能性があり、通告と、それに伴う

事前の聞き取りだけでは、質問趣旨を十分に

理解し答弁に反映することができないことが

懸念されることから、先例事例申し合わせ事

項として、理事者側から質問者に対し質問の

本旨を確認できることといたしました。

次に、傍聴規則については、議会の傍聴は

身近に議会活動に触れることができる最もよ

い方法であることから、傍聴を制限するもの

ではなく、傍聴時の注意事項として、わかり

やすく今の時代に即した文言に修正すべきと

の観点から取り組んでまいりました。

内容については、わかりづらい言葉づかい

や古い表現を削除し、携帯電話等の新たに対

応しなければならない項目を加えた文言整理

を行い、準備ができ次第、早期の施行に努力

することで、特別委員会として確認をいたし

ましたが、議会運営委員会の御配慮により、

早々に第５回臨時会において議決をいただい

たところであります。

以上、政務調査費、反問権、傍聴規則に関

する検討結果でありますが、今後も３月の最

終報告まで、民意を議会に反映するシステム

づくりについて協議を進める予定であること

を申し上げ、議会改革特別委員会の中間報告

といたします。

ただいまの報告に関○議長（中元優君）

し、御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、お○議長（中元優君）

諮りいたします。

ただいまの委員長報告は中間報告であり、

継続調査を要することであります。これに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件については、継続調査とする

ことに決しました。

以上で、議会改革特別委員長の報告を終わ

ります。

────────────────────

日程第７

監査委員報告

────────────────────

日程第７ 監査委員か○議長（中元優君）

らの報告を議題といたします。

報告は、例月出納検査結果報告、平成１８

年度８月から１０月分、３件であります。

本報告３件に関し、御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、本○議長（中元優君）

報告を終わります。

ここで、１０分間休憩いたします。

───────────────

午前１１時０６分 休憩

午前１１時１６分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

────────────────────

日程第８

報告第１号 専決処分報告

────────────────────

次に、日程第８ 報告○議長（中元優君）

第１号専決処分報告を議題といたします。

本件について説明を求めます。

建設水道部長里博美君。

－登壇－○建設水道部長（里博美君）

報告第１号専決処分報告について御説明申

し上げます。

本件は、地方自治法第１８０条第１項の規

定により、去る１２月１日付をもって専決処

分を行った市道における物損事故の損害賠償

につきまして、同条題２項の規定により御報

告申し上げるものでございます。

平成１８年９月２６日、富良野市字中御料

において、観光客がレンタカーで新富良野プ

リンスホテルに向かう途中、道を間違えて市
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道御料５線に進入し、その後、北の峰病院の

付近で道路を間違えことに気づき、戻ろうと

した際に、車両重量により道路中央部に横断

排水グレーチングのふたが持ち上がり、車両

下部のガソリンタンクに損害を与えたもので

す。

その車両の物損及びレンタカーであったこ

とから、休業に対して損害賠償を行ったもの

であります。

車両損害金は、修理費として１６万３,１

８１円、休業補償として３万５,０００円の

合計１９万８,１８１円であり、富良野市が

１０割の過失割合として示談したため、富良

野市の損害賠償額は同額の１９万８,１８１

円でございます。

幸い相手方に人身等の被害や車両火災など

はなく、大事に至りませんでしたが、今後と

も市道道路維持につきましては、道路パト

ロール及び地域住民から情報提供をいただ

き、適正な管理に努めてまいります。

以上でございます。

本件に関し、御発言ご○議長（中元優君）

ざいませんか。

１６番宍戸義美君。

専決処分の内容に○１６番（宍戸義美君）

ついては、今報告があった範囲内ではわかり

ましたけれども、ほとんど内容がわかりませ

ん。

それで、何点かお聞きをいたしますけれど

も、事故が起きた市道の場所のふたが上がっ

て、さらに損害を与えたというふうなことで

ありますから、道路管理責任者の責任が出る

かと思いますけれども、これが１０割出るか

どうか、ちょっと問題がありますけれども、

通常こういった道路の中央にあるふたの管理

は、車が通行したら跳ね上がるような状態に

なっているのが通常なのかどうかということ

をお聞きをいたしたいと思います。

この区間は、道路工事か改良工事か何かが

あって、一時的な措置がなされていればまた

別な問題でありますけれども、そういった内

容についてお尋ねいたします。

それから、１９万８,１８１円の損害費の

中に、休業補償というか、休車補償というよ

うなものが３万５,０００円あったというふ

うに言われておりますけれども、これはレン

タカーは営業車でありますから、損害が出る

可能性が非常に大きいというふうに受けとめ

ております。でありますけれども、この３万

５,０００円を休車補償料とした認めた根拠

は何なのかということであります。

それから、レンタカーはそう古いのはない

かと思いますけれども、修理費の１６万３,

１８１円ですか、これはどこの見積でされた

のかということをお尋ねします。

それから、道路管理責任者として１０割認

めたという根拠は、何に基づいてこの１０割

にしたか、お尋ねをしたいと思います。

私の推測では、全国市有物件共済会です

か、ここの指示を受けたというふうに言われ

るかなと思いますけれども、言われたら市有

物件共済会で、根拠は、例えば裁判における

判例を引用したとか、いろいろな根拠がある

と思いますけれども、そういったことについ

てお尋ねをいたします。

まだ何点かありますけれども、答弁によっ

ては続けて再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。

１点目の部分○建設水道部長（里博美君）

につきまして、実は市道の御料５線のところ

でございますけれども、その病院の付近に排

水路が道路を横断していると。そこの部分に

ついて、網状のグレーチングのふたがござい

まして、そこが若干ずれておったと。その部

分で跳ね上がったという部分の中、基本的に

そこに損害を与えたという部分が１点でござ

います。

その中で、なぜ１０割かということでござ

いますけれども、基本的にこれはうちの富良

野市の保険会社、損保ジャパンでございま

す。それと、レンタカーの会社と協議した

中、前例がありまして、前例に基づいて市が



― 17 ―

１０割持つということになってございます。

２点目の部分についてですが、休業補償、

これは営業をやっているレンタカーでござい

ますので、その間使用できないということ

で、修理が終わるまでの期間、１日５,００

０円に７日間かかってございます。これは規

定がございまして、７日間の５,０００円で

３万５,０００円を払ってございます。

それから、この部分について、どこで修理

したかということでございますけれども、こ

のレンタカーは札幌から借り上げてございま

すので、札幌のレンタカーの会社に戻りまし

て、引き上げてそこで修理してございます。

この部分については、年度はちょっとわか

りませんけれども、三菱のコルト１５００㏄

の車でございます。

それで、日本レンタカーと損保ジャパン会

社がお互いに協議し、前例を参考にし、今回

の金額を決めているところでございます。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

１６番宍戸義美君。

これは、損害賠償○１６番（宍戸義美君）

を相談した先が全国市有物件災害共済会かと

思っておりましたけれども、損保ジャパン、

これは市と対物契約か何かされているという

ことですか。

それから、査定金額の１６万３,１８１円

は保険会社に任せて、こちらの方で見た損害

場所に相違がなかったかどうか確認されまし

たか。

あと、道路の管理状態については、こう

いったふたが網状の関係で、車が通行したら

持ち上がるのだという場所が、まだほかにも

想定されるのかどうか。ここ１カ所だけだっ

たということが言い切れるかどうかについて

お尋ねをします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。

この件につき○建設水道部長（里博美君）

ましては、富良野市は自動車損害賠償の会社

は損保ジャパンに加入してございます。その

中で査定いただいてございます。

基本的にレンタカーは札幌から来ています

ので、札幌に引き上げて、その札幌の見積を

いただきながら協議をさせていただいたとい

うことを聞いてございます。

それから、２点目の道路については、グ

レーチングのふたというのはそう簡単に上が

るものではございませんけれども、たまたま

この交通が、前日ぐらいにちょっと車両が多

かったという話を聞いてございます。

基本的に、こういう部分については、なる

べく浮かないようには細工してございますけ

れども、重量物が上がった拍子に、何かの拍

子で上がる可能性がございます。

この部分について、発見次第すぐ修理して

いますけれども、いかんせんこの部分につい

て見落としたとかいう部分は、これから検定

をしながら、検査しながらというのですか、

パトロールの中、点検するしか方法はござい

ません。

そんなことで、基本的には不可能に近い。

いろいろなところにグレーチングはございま

すけれども、一つの一つの部分については、

地域の情報をいただきながら修理、あるいは

改修をしてまいりたいというように考えてご

ざいます。

ただいま答弁があった○議長（中元優君）

のですけれども、先ほど宍戸議員の方から場

所を確認したかという、現物をというような

質疑があったような気がするのですが。

それで、それを含めて質問を願えればと思

うのですが。

１６番宍戸義美君。

１回目の質問でお○１６番（宍戸義美君）

答えがなかったと思いますけれども、あった

のですけれども、不十分であったと思います

が、１０対０の過失割合になっているのだと

いうふうにお答えされたと思いますが、それ

はどこでそういうふうに決められた話なのか

お尋ねをします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。
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先ほど言いま○建設水道部長（里博美君）

したように、事故が起きてガソリンタンクが

穴あいたと。現場をうちらの方で直接見て、

写真を確認した上、損害賠償の保険会社、う

ちは損保ジャパンでございますので、そこと

協議した上、相手と協議をさせていただいて

ございます。

その中で前例がありましたので、この部分

について全額１００％、市が負担ということ

になりました。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

理解できませんけ○１６番（宍戸義美君）

れども、また別の機会にしたいと思います。

ほかにございません○議長（中元優君）

か。

６番岡本俊君。

今の件なのですが、行○６番（岡本俊君）

政側として、この事故を含めて確認している

のですか。いつ確認したのか。

つまり、事故があって、レンタカーが札幌

まで行きますよね。札幌の会社の方からク

レームがあって、ということは少なくてもタ

イムラグがあるはずですね。そういう部分

で、行政側としてこの事故をしっかり確認し

たのかどうかですね。その因果関係がよく見

えないと。

部長答弁では前例があるというふうに言い

ますが、どういう前例なのかよくわからない

し、でも運転するのには、このお話しを聞く

ならば、レンタカーの会社と保険会社という

ことです。でも、運転する人はいるはずで

す。その人の運転の注意ミスだとか、それは

いろいろあるばすなのですね。その辺は、ど

のように処理されたのか。あくまでもこうい

う当事者も含めて議論すべきことかもしれま

せんが、相手がレンタカーの会社、保険会社

と。行政は言われたままという感じなのです

が、その辺で、過去もいろいろこういう事例

がたくさんあって、事故が起きてから１週間

ぐらいたってから出てくるだとか、その事故

が起きて行政が確認するまでの間、大変時間

の長い前例が過去にありましたね。

そういうこともあるので、この辺の因果関

係を含めて、行政としてしっかり確認したの

か。もしくはどうだったのか含めて、やはり

議会に出す場合は、その辺までちゃんと説明

していただかないと、前例があるとか何とか

ではちょっと困るというふうに思いますが、

その辺どうなのでしょうか。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。

９月の２６○建設水道部長（里博美君）

日、この御料５線の中、事故が発生したとい

うことで、たまたまガソリンタンクの穴があ

いて、全部ガソリンが漏れたということで、

至急消防が出ていまして、うちの方も現場に

直ちに行きまして、運転者と協議し、説明を

受けながら、どういう状況にあったのか確認

はしてございます。

これに基づいて、うちの方では損保ジャパ

ンに加入していますので、内容を報告し、う

ちの方としてもいろいろな言い分がございま

す。

運転者責任もあるだろうという中、協議を

重ねた結果、この部分で前例、大変申しわけ

ないですが、資料は今は持ってございません

けれども、前例の中ではこういう部分では、

過去の事例としては、ほとんど道路管理者の

方で責任しているということがお答えになっ

たので、結論に達したものですから、今回１

０割の負担というぐあいになりました。

以上でございます。

よろしいですか。○議長（中元優君）

６番岡本俊君。

説明する中において、○６番（岡本俊君）

前例があるということなのですから、やはり

説明をする段階において、そういう保険会社

に、どういう前例だったのかのかどうかも含

めて確認する必要性があるのでないかという

ふうに思うのです。

前回あったいろいろな部分も含めて、物損

事故を含めて、いろいろなことが最近多い

と。それで、設置責任が非常に問われている
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案件がこの議会にも大変出ているということ

もあるので、その辺を含めて、どういう前例

があって、どういう根拠なのかということを

きちんと説明していただかないと、こういう

ことはこれからたくさん発生するのでないか

なという、これから冬になりますのでね。除

雪だとかいろいろな関係で、物損事故を含め

て、道路の管理責任ということが問われれ

ば、もう際限なくなっていくのでないかなみ

たいな気はしないわけではないのですよね。

ですから、その辺を含めて、行政側として

どういう事例があったのか含めて確認する必

要性があるのでないかと。どういうこでとは

わかりませんではだめでないかなというふう

に思うのです。

以上です。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。

今の部分につ○建設水道部長（里博美君）

いて、御指摘のとおり、前例に基づいて私ど

もも細かく調査しながら今後対応をしてまい

りたいというぐあいに考えております。

よろしいですか。○議長（中元優君）

６番岡本俊君。

これからこういうこと○６番（岡本俊君）

がたくさん発生してはいけないのですが、こ

ういう事例もあるというふうに思うのです

ね。ですから、前後の事情を含めて、しっか

り行政側として調査する必要性があるのでな

いかと。その案件も含めて、しっかり行政側

でもそういう知識がないと、こういう事故に

これから対応するのが、保険会社に丸投げだ

とか、そういうことになってしまう可能性が

あるというふうに思うのですよ。

ですから、行政側として、こういう事例を

ずっと蓄積しながら、こういうときにこうい

うふうに対処するだとか、そういう危機管理

にもなるというふうに思うのですよ、しっか

りその前例を調査することは。

だから、そういうことで、今後もっとしっ

かりと前後の事情を含めて、保険会社からも

含めて聞き取りをしっかりすべきだと、その

ように思います。

以上です。答弁は要りません。

ほかに、ございません○議長（中元優君）

か。

２番佐々木優君。

先日も同じような件○２番（佐々木優君）

がありましたけれども、やはり安全パトロー

ルということが非常に大事だというふうに思

いますけれども、郵便局、それから宅配だと

かという、そういう業種の皆さんの協力・協

定というかな、契約ということは実際今され

ておられるのかどうなのか。

もし、されていなければ、ぜひするべきだ

と思いますし、改めて郵便局の配達員の皆さ

んに連絡をして道路の状況を見てもらう、そ

ういうことが必要だと思いますので、答弁を

お願いいたします。

御答弁願います。○議長（中元優君）

建設水道部長里博美君。

その件につい○建設水道部長（里博美君）

ては、ちょっと年度は忘れましたけれども、

郵便局と協定を結んでございます。

道路、あるいはいろいろな情報をいただく

部分について、私どもも約７６０キロの道路

がございますので、見落としもありますの

で、郵便配達の方にもお願いして情報をいた

だくようになってございます。

ここで、暫時休憩いた○議長（中元優君）

します。

───────────────

午前１１時３６分 休憩

午前１１時４２分 開議

───────────────

休憩前に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

休憩前の議事を続行いたします。

先ほどの佐々木優君の御質問に御答弁願い

ます。

建設水道部長里博美君。

先ほど、郵便○建設水道部長（里博美君）

局の道路等の情報について契約しているか

と。
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これについて、先ほど調査していると私は

思って、もう１回再度確認させていただきま

したけれども、現在もその部分について情報

をいただくようになっておりましたので、再

度報告いたします。

よろしいですか。○議長（中元優君）

ほかに、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、本○議長（中元優君）

件は地方自治法第１８０条第２項の規定に基

づく報告事項であります。

以上で、本報告を終わります。

────────────────────

日程第９

議案第３２号 富良野市固定資産評

価委員会委員の選任について

────────────────────

日程第９ 議案第３２○議長（中元優君）

号富良野市固定資産評価委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

市長能登芳昭君。

－登壇－○市長（能登芳昭君）

議案第３２号富良野市固定資産評価委員会

委員の選任について御説明申し上げます。

富良野市固定資産評価審査委員会委員鈴木

弘美氏は、平成１９年３月８日をもって任期

満了となりますので、再度同氏を同委員に選

任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の

規定により、議会の同意を求めるものでござ

います。

なお、鈴木弘美氏の経歴につきましては、

別紙のとおりでございます。

以上、よろしく御審議をお願いを申し上げ

ます。

これより、本件の質疑○議長（中元優君）

を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ないようですので、以○議長（中元優君）

上で質疑を終わります。

討論を省略いたします。

お諮りいたします。

本件選任ついて、同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（中元優君）

す。

よって、本件は、選任に同意することに決

しました。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

───────────────

午前１１時４５分 休憩

午後 １時０３分 開議

───────────────

午前中に引き続き、会○議長（中元優君）

議を開きます。

午前中の議事を続行いたします。

────────────────────

日程第１０

議案第１号～議案第３１号（提案説

明）

────────────────────

日程第１０ 議案第１○議長（中元優君）

号から議案第３１号まで、以上３１件を一括

して議題といたします。

順次、提案者の説明を求めます。

助役石井隆君。

－登壇－○助役（石井隆君）

議案第１号平成１８年度富良野市一般会計

補正予算について御説明申し上げます。

このたび提案いたしました富良野市一般会

計補正予算（第７号）は、歳入歳出それぞれ

１２億６,２８８万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を１４１億９,１０５万７,

０００円にしようとするものと、債務負担行

為の補正で追加４件、地方債の補正で追加１

件と変更１３件でございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。２４ページから２６ページで

ございます。

２款総務費は、一般事務費の会計管理費、

公印購入のための器具購入費、路線維持費補

助金の確定に伴う生活交通路線維持対策事業
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費、公営住宅家賃の制度改正に伴う公営住宅

システム修正のための住民情報システム修正

委託料、平成１９年４月執行予定の知事及び

道議会議員選挙費及び市議会議員選挙費の追

加と瑞穂コミニュティセンター復旧工事費及

び道路区画線表示委託料の執行残の減額で、

差し引きいたしまして１,３３９万７,０００

円の追加と、市有林管理費の間伐材素材売払

収入などによる財源振りかえでございます。

２６ページ下段から２９ページ中段でござ

います。

３款民生費は、保険基盤安定事業及び財政

安定化支援事業の増額などにより国民健康保

険特別会計繰出金、地域包括支援センター運

営におけるシステムの導入などによる介護保

険特別会計繰出金、平成２０年度より導入さ

れる後期高齢者医療制度のための北海道後期

高齢者医療広域連合設立準備委員会負担金、

申請件数の増加に伴う補装具交付費、身体障

害がい児装具交付費及び重度身体障がい者日

常生活用具給付費、障がい者自立支援給付の

ための障がい程度区分認定調査における主事

医意見書作成委託料、給付対象が知的障がい

者グループホームから地域障がい者ケアホー

ムへの変更に伴う自立支援給付費の組みか

え、子ども通園センター嘱託療養指導員の退

職補充に伴う指導員賃金の追加と学童保育セ

ンターにおける障がい児通園の減少に伴う臨

時児童厚生員賃金の減額で、差し引きいたし

まして７６７万５,０００円の追加と、保育

所広域入所に伴う保育所費の財源振りかえで

ございます。

２８ページ下段でございます。

４款衛生費は、年末年始の救急医療業務に

係る報奨金、保健センター重油サービスタン

クフロート取りかえのための施設修繕料、地

域センター病院移転改築対策のために平成１

７年度において土地開発基金で先行取得して

おりました土地を、土地開発基金から一般会

計で購入するための用地買収費、予防接種法

の改正に伴うＭＲ混合ワクチン及び高齢者イ

ンフルエンザ予防接種の接種率の増加などに

伴う各種個別予防接種委託料、北海道健康づ

くり財団からの助成決定に伴う老人保健事業

の健康づくり研修会経費、火葬場、看護専門

学校及び学生寮の燃料及び光熱水費で１億

１,８８８万８,０００円の追加でございま

す。

３０ページ下段から３３ページ上段でござ

います。

６款農林業費は、富良野農業協同組合が実

施するタマネギＣＡ貯蔵施設への補助金の確

定及び産地管理システム、ミニトマト選別

機、包装機、アスパラ選別機への追加助成に

伴う強い農業づくり産地強化事業費補助金、

北の森づくり強化対策事業による除間伐面積

の増加に伴う民有林育成推進事業補助金、冬

期間の狩猟期のシカの追い込みによる駆除を

モデル的に実施する有害鳥獣駆除事業交付金

の追加と、農業振興費の各種負担金、平扇地

区農免農道整備事業負担金の減額で、差し引

きいたしまして１億１,１１９万３,０００円

の追加と、市債の精査に伴う農地費及び農業

基盤整備事業費の財源振りかえでございま

す。

３２ページ中段でございます。

７款商工費は、公設地方卸売市場事業特別

会計繰出金、女性センターの外壁補修のため

の施設修繕料の追加と北海道からの管理委託

料の減額に伴う東山富良野停車場線交安施設

ほか管理費の減額で、差し引きいたしまして

４２５万２,０００円の追加でございます。

３２ページ下段から３７ページ中段でござ

います。

８款土木費は、消融雪施設普及のための融

雪施設設置補助金の減額、西４条道路改良舗

装係る支障物件移転補償費、春日錦町通歩道

新設工事費、駅東側駐車場整備工事費の執行

残の減額と国が実施する国道３８号北の峰入

り口交差点改良に関連して実施する市道北料

北線側溝排水整備に伴う道路舗装側溝改良工

事費及び市が管理する水車川の河川川床しゅ

んせつ委託料の追加、朝日通道路改良事業費

の事務費組みかえ及び工事費から土地区画整
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理事業公共施設管理者負担金への組みかえ、

道負担金及び北海道の駅前広場整備に係る公

共施設管理者負担金の追加による土地区画整

理事業の支障物件移転補償費などの追加及び

区画道路改良工事費などの減額、国の補助金

枠の調整により、まちづくり交付金の本年度

追加交付に伴い、平成１９年度取得予定を繰

り上げて実施する中心街活性化センター整備

事業費の追加、公営住宅建設に係る地質調査

委託料の執行残の減額で、差し引きいたしま

して１０億２,４０９万８,０００円の追加

と、市債の精査に伴う住宅管理費などの財源

振りかえでございます。

３６ページ下段から４１ページ上段でござ

います。

１０款教育費は、樹海小学校開校に伴う、

現樹海東小学校からの教育用コンピューター

移設委託料、準要保護児童数の増加などによ

る小学校就学援助費、山部中学校暖房用自動

制御盤等の施設修繕料、文化会館の消防設備

及び２階廊下照明設備の施設修繕料、昨年度

に引き続き開催されるスノーボードＦＩＳ

ワールドカップ富良野大会実行委員会交付

金、中体連スキー大会等への小中学校各種競

技大会派遣補助金、教育費寄附金によるス

ポーツセンタートレーニング室の器具購入費

の追加と準要保護生徒の減少等による中学校

就学援助費の減額を差し引きいたしまして９

８９万３,０００円の追加でございます。

４０ページ中段でございます。

１２款給与費は、職員の途中退職、共済負

担率の改正などによる一般職給料、特別職給

料、各種手当、各負担金で２,６５１万円の

減額でございます。

１４款災害復旧費は、公共土木施設災害復

旧に対する単独災害債の追加に伴う財源振り

かえでございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

戻りまして１４ページでございます。

１０款地方特例交付金は、交付額の確定に

伴い２,０７０万８,０００円の追加でござい

ます。

１１款地方交付税は、普通交付税で２億

９,８９１万９,０００円でございます。

１３款分担金及び負担金は、制度改正に伴

う児童デイサービス事業支援費負担金から児

童デイサービス自立支援給付費負担への変更

追加、朝日通道路改良事業による土地区画整

理事業公共施設管理者負担金で４５６万９,

０００円の追加でございます。

１５款国庫支出金は、国庫負担金の保険基

盤安定負担金、身体障がい者福祉費負担金、

身体障がい児補装具交付費負担金、国庫補助

金の認定調査経費補助金、まちづくり交付

金、特殊教育就学奨励費補助金で１億８,７

５８万１,０００円の追加でございます。

１６ページ中段でございます。

１６款道支出金は、道負担金の保険基盤安

定負担金、北海道の駅前広場整備に係る土地

区画整理事業公共施設管理者負担金、道補助

金の重度障がい者日常生活用具給付補助金、

強い農業づくり事業補助金、中山間地域等直

接支払い推進交付金、森林整備地域活動支援

推進事業補助金、北の森づくり機能強化対策

事業費補助金の追加と市有林造成事業補助金

の減額。委託金で、知事及び道議会議員選挙

費委託金の追加と東山富良野停車場線交安施

設ほか管理委託料の減額で１億４,４２２万

２,０００円の追加でございます。

１８ページ中段でございます。

１７款財産収入は、市有林間伐材素材売り

払い収入で１０３万１,０００円の追加でご

ざいます。

１８款寄附金は、教育費寄附金１件で１０

０万円の追加でございます。

１９款繰入金は、財政調整基金繰入金で、

中心街活性化センター整備事業に充当するた

めの追加額８,０００万円から、公営住宅建

設事業への充当を７００万円減額いたしまし

て７,３００万円の追加でございます。

２０ページでございます。

２１款諸収入は、看護職員養成就学資金貸

付金の返還による貸付金収入、保育所広域入

所委託金、スノーボードＦＩＳワールドカッ
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プ富良野大会実行委員会交付金に対するいき

いきふるさと推進事業助成金、健康づくり研

修会に対する健康づくり推進地域支援事業助

成金で３０５万６,０００円の追加でござい

ます。

２２款市債は、起債充当事業の追加及び事

業費の精査によるもので、農地開発事業債、

農業生産基盤事業債、東４線道路改良舗装事

業債、公営住宅建設事業債、新生通排水整備

事業債、中心街活性化センター整備事業債、

減税補てん債、臨時財政対策債、公共土木施

設災害復旧事業債の追加と農道整備事業債、

西４条道路改良舗装事業債、春日錦町通歩道

新設事業債、朝日通道路改良事業債、土地区

画整理事業債の減額で、差し引きいたしまし

て５億２,８８０万円の追加でございます。

戻りまして、６ページでございます。

第２条、債務負担行為の補正につきまして

は第２表のとおりで、平成１８年度山部東山

地区コミニュティカー運行事業費につきまし

ては、平成１９年度の運行に当たり、委託契

約業者が乗り合い事業の認可を運行前に取得

するため、契約手続を本年度中に行うもので

あり、限度額を８５０万円として定めるもの

でございます。

平成１８年度中心街活性化センター指定管

理料は、公の施設の指定管理者制度に基づく

協定書の締結に当たり、平成１９年度から平

成２１年度までの３年間の指定管理料を、限

度額を２億１,６００万円として定めるもの

でございます。

なお、本施設は新設施設のため管理実績が

なく、施設維持のための燃料及び光熱水費に

変動が見込まれるため、限度額のただし書き

として、燃料及び光熱水費については、各年

度の使用実績数値と市の指定数量とに変動が

生じた場合は、その差額を限度から増減した

額をもって限度額とすることとして定めるも

のでございます。

平成１８年度知事及び道議会議員選挙ポス

ター掲示場設置委託料及び平成１８年度市議

会議員選挙ポスター掲示場設置委託料は、本

年度末から平成１９年度の投票日にかけて引

き続き設置が必要であることから、それぞれ

限度額を６８万８,０００円、３０万９,００

０円として定めるものでございます。

次に、８ページでございます。

第３条、地方債の補正につきましては第３

表のとおりで、国の補助金であるまちづくり

交付金の追加交付で実施する中心街活性化セ

ンター整備事業費として、起債の限度額を５

億２,６４０万円として追加し、また事業費

の精査及び財源調整に伴い、農道整備事業費

ほか１２件について限度額の変更を行うもの

でございます。

以上、平成１８年度富良野市一般会計補正

予算について御説明を申し上げましたが、よ

ろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

議案第２号平成１８年度富良野市国民健康

保険特別会計補正予算について御説明申し上

げます。

このたび提案いたしました富良野市国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）は、歳入

歳出それぞれ９０７万５,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を２８億３,４０６

万７,０００円にしようとするものでござい

ます。

以下、その概要について歳出から御説明を

申し上げます。

８ページから１１ページでございます。

１款総務費は、職員の会計間移動による給

与費に係る職員管理費と北海道国民健康保険

団体連合会への共同電算処理システム改修臨

時負担金で２４万８,０００円の追加でござ

います。

２款保険給付費は、退職被保険者にかかわ

る療養費及び高額療養費で９２７万円の追加

でございます。

４款介護納付金は、平成１８年度介護納付

金の確定に伴い４４万３,０００円の減額で

ございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

戻りまして６ページ、７ページでございま

す。
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４款道支出金は、北海道国民健康保険団体

連合会共同電算システム改修臨時負担金の追

加に伴う財政調整交付金で３３万６,０００

円の追加でございます。

６款繰入金は、一般会計繰入金で、保険基

盤安定及び財政安定化支援事業繰入金の追加

と職員給与費等繰入金の減額で２９５万５,

０００円の追加でございます。

７款繰越金は、前年度繰越金で５７８万

４,０００円の追加でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第３号平成１８年度富良野市介護保険

特別会計補正予算について御説明申し上げま

す。

このたび提案いたしました富良野市介護保

険特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出

それぞれ１万６,０００円を追加し、歳入歳

出の総額を１５億１,３２１万６,０００円に

しようとするものでございます。

以下、その概要について、歳出から御説明

申し上げます。

１０ページ上段でございます。

１款総務費は、職員の会計間移動に伴う職

員管理費で７９万２,０００円の減額でござ

います。

同じく１０ページ下段から１３ページでご

ざいます。

２款保険給付費は、上半期給付実績に基づ

く居宅介護サービス計画給付費と高額介護

サービス費の追加、施設介護サービス給付費

の減額による補正と財源振りかえでございま

す。

４款地域支援事業費は、職員の各種手当と

市町村職員共済組合負担金、地域包括支援シ

ステム導入に伴う機具購入費の追加と地域包

括支援センター事業に係るケアプラン作成委

託料の減額を差し引きいたしまして８０万

８,０００円の追加でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

戻りまして６ページでございます。

１款介護保険料は、第１号被保険者保険料

で１,４１７万１,０００円の追加でございま

す。

３款国庫支出金は、三位一体改革による費

用負担割合の見直しにより、介護給付費負担

金の減額と、調整交付金、地域支援事業交付

金の追加を差し引きいたしまして１,３１２

万２,０００円の減額でございます。

同じく６ページ下段から９ページでござい

ます。

５款道支出金は、三位一体改革による費用

負担割合の見直しにより、介護給付費負担金

の減額と、地域支援事業交付金の追加を差し

引きいたしまして９４万５,０００円の減額

でございます。

６款繰入金は、他会計繰入金で、職員給与

費繰入金の減額と地域包括支援システム導入

等に係る地域支援事業繰入金の追加を差し引

きいたしまして３４４万円の追加でございま

す。

８款諸収入は、サービス計画費で３５２万

８,０００円の減額でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第４号平成１８年度富良野市公設地方

卸売市場事業特別会計補正予算について御説

明申し上げます。

このたび提案いたしました富良野市公設地

方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）

は、歳入歳出それぞれ２１９万１,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を３,０８０

万９,０００円にしようとするものでござい

ます。

以下、その概要について歳出から御説明申

し上げます。

８ページ、９ページでございます。

１款総務費は、各種手当及び市町村職員共

済組合負担金で８万６,０００円の追加でご

ざいます。

２款施設整備は、冷蔵庫施設保守点検委託

料などの減額で２２７万７,０００円の減額

でございます。

３款公債費は、財源振りかえでございます
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る

次に、歳入について御説明を申し上げま

す。

戻りまして６ページ、７ページでございま

す。

１款使用料及び手数料は、市場施設使用料

で、市場の売上高減少に伴うもので６４９万

１,０００円の減額でございます。

２款繰入金は、一般会計繰入金で４３０万

円の追加でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第５号平成１８年度富良野市簡易水道

事業特別会計補正予算について御説明申し上

げます。

このたび提案いたしました富良野市簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入

歳出それぞれ５４万２,０００円を追加し、

歳入歳出の総額を１億１,９６４万２,０００

円にしようとするものでございます。

以下、その概要について歳出から御説明を

申し上げます。

６ページ、７ページでございます。

１款簡易水道費は、職員の会計間移動に伴

う職員管理費で５４万２,０００円の追加で

ございます。

次に、歳入について御説明申し上げます。

同じく６ページ、７ページ上段でございま

す。

４款繰越金は、前年度繰越金で５４万２,

０００円の追加でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第６号平成１８年度富良野市水道事業

会計補正予算について御説明申し上げます。

このたび提案いたしました富良野市水道事

業会計補正予算（第２号）は、収益的収入を

３６１万円減額し、収入予定額を４億２,１

７１万５,０００円とし、収益的支出を３６

１万円減額し、支出予定額を４億２,１７１

万５,０００円にしようとするものでござい

ます。

以下、その概要について、収益的支出から

御説明申し上げます。

６ページ、７ページでございます。

１款水道事業費用は、営業費用で、セミ

ナーパーク線配水管切り回し仮設工事の事業

費確定等による減額と共済組合負担金率の改

定に伴う市町村職員共済組合負担金の追加を

差し引きいたしまして３６１万円の減額でご

ざいます。

次に、収益的収入について御説明申し上げ

ます。

戻りまして４ページ、５ページでございま

す。

１款水道事業収益は、営業収益で、セミ

ナーパーク線配水管切り回し仮設工事の事業

確定に伴う支障水道管等施設補償負担金で３

６１万円の減額でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第７号平成１８年度富良野市ワイン事

業会計補正予算について御説明申し上げま

す。

このたび提案いたしました富良野ワイン事

業会計補正予算（第１号）は、収益的支出を

９５１万４,０００円減額し、４億５,８４８

万６,０００円にしようとするものでござい

ます。

資本的支出については、予算第４条本文括

弧書き中、不足する額３億１,４７０万円を

３億１,７７７万７,０００円に、当年度分損

益勘定留保資金３億２７０万円を３億５７７

万７,０００円に改め、資本的支出を３０７

万７,０００円増額し、３億１,７７７万７,

０００円にしようとするものでございます。

職員給与につきましては６７３万７,００

０円減額し、７,１０５万３,０００円にしよ

うとするものでございます。

以下、その概要について、収益的支出から

御説明申し上げます。

４ページ、５ページでございます。

１款ワイン事業費用管理費用は、総務管理

費の職員の移動等による９８９万４,０００
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円の減額でございます。営業費用は、営業費

の手当及び旅費の追加と法定福利費の減額を

差し引きいたしまして３８万円の増額でござ

います。

次に、資本的支出について御説明申し上げ

ます。

６ページ、７ページでございます。

１款資本的支出棚卸資産生産費は、ワイン

醸造費、果汁製造費、農業生産費で、職員移

動等により３０７万７,０００円の増額でご

ざいます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第８号富良野市財政調整基金の処分に

ついて御説明申し上げます。

本件は、富良野財政調整基金条例第６条の

規定により、平成１８年度の事業費財源に充

てるため、財政調整基金を処分しようとする

ものでございます。

中心街活性化センター整備事業につきまし

ては、富良野駅前地区第一種市街地再開発事

業施設建築物を、国土交通省のまちづくり交

付金事業により平成１９年度取得することで

予定しておりましたが、国の補助金枠の調整

により、まちづくり交付金の追加交付が可能

となったことから、本年度に繰り上げをして

事業の実施を行うものであり、その財源とし

て８,０００万円以内を財政調整基金から処

分しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第９号富良野市副市長定数条例の制定

について御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に平成１８年

法律第５３号として公布された地方自治法の

一部改正に伴い、新たに条例を制定しようと

するものでございます。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、助役の名称が副市長に変更

されるとともに、従来、助役の定数は１人で

ありましたが、法律改正により、副市長定数

を条例で定めるよう改正されたもので、これ

に伴い副市長の定数を１人と定めるものでご

ざいます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１０号富良野市屋外スポーツ施設条

例の制定について御説明申し上げます。

屋外スポーツ施設につきましては、現在、

市民野球場は生涯学習施設設置条例、その他

の施設は教育委員会規則で定めておりました

が、これらをまとめて１本の条例として制定

するものでございます。

また、この条例の屋外スポーツ施設を公の

施設に関する指定管理者制度導入方針に基づ

き、指定管理者による管理にしようとするも

のでございます。

あわせて、富良野市使用料手数料設定基準

に基づき、利用料金の見直しを図るものでご

ざいます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条は目的及び設置、第２条は名称及び

位置で、富良野市民野球場からスポーツ公園

緑地ゴルフ場まで１８施設を規定してござい

ます。

従来の施設規則から外した施設は東山運動

公園で、この施設は現在使用されておらず、

今後も活用計画はないことから、体育振興会

とも協議し外してございます。

また、新たに追加した施設は、河川少年

サッカー場とスポーツ公園緑地パークゴルフ

場でございます。

河川少年サッカー場は、現在も使用されて

おりますが、もともとは河川球場と河川テニ

スコート間にあった広場を整備し、使用可能

なグラウンドとしたもので、少年サッカー場

として使用するものでございます。

スポーツ公園緑地パークゴルフ場は、都市

公園として整備されたものでありますが、ス

ポーツ課で管理を行っている関係から、一体

として指定管理者の管理とするため加えたも

のでございます。

第３条は指定管理者による管理を可能とす

る規定、第４条は指定管理者の業務の範囲、
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第５条は指定管理者の権限に関する規定でご

ざいます。第６条は利用時間、第７条は利用

休止日を１１月１日から翌年の４月２８日ま

でとする規定でございます。

第８条から第１３条は、利用の許可、制

限、利用料金に関する事項等の規定でござい

ます。また、第１４条から第１８条は、権利

の譲渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償

の義務、秘密保持の義務、委任の規定でござ

います。

附則につきましては、施行期日及びこの条

例制定にかかわる富良野市公園条例の一部改

正の特例についての規定でございます。

別表の料金表につきましては、富良野市使

用料手数料設定基準に基づき見直しを図った

ものでございます。

別表１は、市民野球場の利用料金表で、別

表２は、市民野球場を除く施設の利用料金表

でございます。

現在は無料の施設となっておりますが、市

民野球場を基準として、時間単位で設定した

ものでございます。

なお、指定管理者が管理を行う場合には、

この額を上限として、指定管理者が委員会の

承認を得て決めることとなるものでございま

す。

また、本施設につきましては、平成２０年

４月１日より指定管理者による管理を考えて

いるところでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１１号北海道後期高齢者医療広域連

合の設置について御説明申します。

本件は、平成１８年６月に国会で議決され

た高齢者の医療の確保に関する法律により、

平成２０年４月から７５歳以上の方などを対

象とした新たな後期高齢者医療制度が創設さ

れ、この後期高齢者医療の事務を処理するた

め、都道府県単位ですべての市町村が加入す

る広域連合を設けることとされたところでご

ざいます。

この広域連合につきましては、制度の施行

の準備のため、平成１８年度の末日までに設

けることとされており、広域連合を設けるた

めには、関係市町村議会の議決により規約を

定め、北海道知事の許可を受けなければなら

ないことから、本定例会において議決を求め

ようとするものでございます。

なお、事務の分担につきましては、広域連

合が要医療給付や保険料の決定などの財政運

営を行い、市町村は保険料の徴収や窓口業務

等を行うこととなるものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１２号富良野市生涯学習施設設置条

例の全部改正について御説明申し上げます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

条例に不足している規定等を新たに追加し、

条例の全部を改正しようとするものでござい

ます。

改正の内容は大きく３点でございます。

１点目は、富良野市民野球場の削除でござ

います。現行の条例では、生涯学習センター

と市民野球場の二つの施設をもって生涯学習

施設と規定しておりますが、今般の改正で市

民野球場を削除することにより、生涯学習施

設は生涯学習センターのみになることから、

条例の題名を生涯学習センター設置条例に改

めようとするものでございます。

なお、市民野球場につきましては、議案第

１０号富良野市屋外スポーツ施設設置条例に

おいてスポーツ施設と位置づけ、提案してい

るところでございます。

２点目は、使用料の改定でございます。別

表の使用料につきましては、富良野市使用料

手数料設定基準に基づき算定をし、利用者と

の意見交換会並びに９月２８日から１０月１

８日までのパブリックコメント手続きを実施

し、市民の意見を聴取してまいりました。

改正の内容を施設区分で申し上げますと、

多目的アリーナを除く研修室など、すべての

使用区分で減額改定でございます。
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多目的アリーナの専用使用のみが増額改定

でございますが、個人使用は減額改定でござ

います。

また、暖房料につきましては、今まで基本

使用料の３割に相当する額を徴収しておりま

したが、使用時間区分ごとに算出いたしまし

た定額を徴収するように改正するもので、減

額の改定でございます。

ガス代につきましては、新たに徴収するよ

うに改正するものでございます。

なお、多目的アリーナの個人使用につきま

しては、スポーツセンター同様、小中学生、

高校生、一般の区分に改め、使用料を定めよ

うとするものでございます。

３点目は、公の施設の設置条例の標準例に

従い、現条例に不足している規定等を新たに

追加しようとするものでございます。

追加する第５条、開館時間及び第６条、休

館日の規定は、規則で規定していた内容を条

例に移行するものでございます。

第７条、使用の許可、第８条、使用の制

限、第９条、使用料等の納入、第１０条、使

用料等の減免、第１１条、使用料等の不還

付、第１２条、権利の譲渡等の禁止、第１３

条、原状回復の義務及び第１４条、損害賠償

の義務は、現行の条例にも規定がございます

が、標準例に沿って一部文言を改めようとす

るものでございます。

なお、施行期日は平成１９年４月１日とし

ようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１３号富良野公民館設置条例の全部

改正について御説明申し上げます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

条例に不足している規定等を新たに追加し、

条例の全部を改正しようとするものでござい

ます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条、目的及び設置、第２条、名称及び

位置は、現行条例どおりでございます。第３

条は、職員の規定でございます。第４条、開

館時間及び第５条、休館日の規定は新たに規

定しようとするものでございます。第６条

は、公民館の事業で現行条例どおりでござい

ます。第７条から第１１条は、使用の許可、

制限、使用料等に関する事項等の規定でござ

います。また、第１２条以下につきまして

は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、

損害賠償の義務、委任の規定でございます。

附則、第１項は施行期日、第２項は本条例

の全部改正に伴いまして、富良野市公民館使

用料条例を廃止するものでございます。ま

た、第３項は使用料等に関する経過措置でご

ざいます。

別表の使用料等の改正につきましては、利

用者との意見交換会の実施並びにパブリック

コメント手続を実施し、市民の意見を聴取し

てまいりました。

改正の内容でございますが、施設別に申し

上げますと、中央公民館では現行料金と比較

いたしまして平均８５.４％、東山公民館で

は６６.９％、扇山地区公民館は１０７.９％

の改正率となっているところでございます。

暖房料につきましては、中央公民館と東山

公民館では、これまで基本使用料の３割に相

当する額を徴収しておりましたが、使用時間

区分ごとに算出した定額を徴収するように改

正するものでございます。

備品の使用料につきましても、一度見直し

を行っております。

また、中央公民館並びに東山公民館の料理

教室においてガスを使用するときには、新た

にガス代を徴収するように改正するものでご

ざいます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１４号富良野文化会館条例の全部改

正について御説明を申し上げます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき使用料等の見直しを行うとともに、富

良野市公の施設設置条例標準例に従い、現条
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例に不足している規定等を新たに追加し、条

例の全部を改正しようとするものでございま

す。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

条例の題名を富良野文化会館設置条例に改

め、第１条、目的及び設置、第２条、名称及

び位置及び第３条、職員は現行条例どおりで

ございます。第４条、開館時間及び第５条、

休館日の規定は、現行の規則で規定していた

ものを条例に移行しようとするものでござい

ます。第６条から第１０条は、使用の許可、

制限、使用料等に関する事項等の規定でござ

います。また、第１１条以下につきまして

は、権利の譲渡等の禁止、原状回復の義務、

損害賠償の義務、委任の規定でございます。

附則、第１項は施行期日、第２項は使用料

等に関する経過措置でございます。

別表の使用料等の改正につきましては、利

用者との意見交換会の実施並びにパブリック

コメント手続きを実施し、市民の意見を聴取

してまいりました。

改正の内容でございますが、会館総体で

は、現行料金と比較いたしまして平均１１

８.５％の改正率でございます。

大ホール関係と、他の会議室の使用区分で

は、大ホール関係が平均１４９.２％の改正

率で、他の会議室では平均１０１％の改正率

となっております。

暖房料につきましては、会議室では、これ

まで基本使用料の３割に相当する額、大ホー

ル関係では５割に相当する額を徴収しており

ましたが、改正では、使用時間区分ごとに算

出した定額を徴収するように改正するもので

ございます。

設備及び備品の使用料につきましても、一

部見直しを行っております。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１５号富良野市山部地区生活改善セ

ンター設置条例の全部改正について御説明申

し上げます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

条例に不足している規定等を新たに追加しよ

うとするもので、これらの見直しに伴い、施

設の構成を保健福祉優先の施設とし、施設の

名称及び条例名を含め、条例の全部を改正し

ようとするものでございます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条から第５条は、目的及び設置、名称

及び位置、施設の構成、事業、使用者の範囲

に関する規定で、施設の構成を特殊浴場施設

と福祉事業支援施設とし、公衆浴場対策や高

齢者団体、及び子育てサークルの活動支援を

優先する保健福祉施設に位置づけ、施設の名

称を山部いきいきセンターに改正し、またあ

わせて条例名を山部いきいきセンター設置条

例に改めるものでございます。

第６条は、職員に関する規定、第７条及び

第８条は開館時間、休館日に関する規定で、

施設の構成により開館時間と休館日を改める

ものでございます。

第９条から第１３条は、使用の許可、制

限、使用料等に関する規定でございます。

また、第１４条から第１７条は、権利の譲

渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義

務、委任の規定でございます。

別表の料金表につきましては、富良野市使

用料手数料設定基準に基づき見直しを図り、

改定を行うものでございます。

附則、第１項、施行期日は平成１９年４月

１日としようとするものでございます。第２

項は経過措置でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１６号富良野市東山福祉センター設

置条例の全部改正について御説明申します。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

行条例に不足している規定等を新たに追加

し、条例の全部を改正しようとするものでご

ざいます。
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改正の内容は、大きく２点でございます。

１点目は、使用料の改定でございます。使

用料につきましては、ふれあい室の利用料、

暖房料、ともに減額改定でございます。

また、類似施設に合わせて高齢者団体の利

用は定額料金を設定し、幼児団体の利用は免

除とするものでございます。

２点目は、現行条例に不足している規定等

を新たに追加しようとするものでございま

す。

追加する第７条、使用の制限、第１１条、

権利の譲渡等の禁止の規定は、現行の規則で

規定していたものを条例に移行しようとする

ものでございます。

第１条、目的及び設置、第２条、名称及び

位置、第３条管理、第６条、使用の許可、第

８条、使用料等の納入、第９条、使用料等の

減免、第１２条、現状回復の義務、第１３

条、損害賠償の義務、第１４条、委任は現行

条例どおりでございますが、標準例に沿って

一部文言を改めようとするものでございま

す。第４条、開館時間、第５条、休館日、第

１０条、使用料等の不還付は新たに規定しよ

うとするものでございます。

なお、施行は平成１９年４月１日としよう

とするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１７号富良野市山部福祉センター設

置条例の全部改正について御説明申し上げま

す。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

行条例に不足している規定等を新たに追加

し、条例の全部を改正しようとするものでご

ざいます。

以下、条を追って御説明申し上げます。

第１条、目的及び設置に関する規定で、現

行の条例では山部地域住民のコミニュティ活

動を助長し、福祉の健康の増進を図ることを

目的に、地域を優先した規定としております

が、今般の改正により地域を限定せず、広く

市民が利用できる施設に改めるものでござい

ます。

第２条は、名称及び位置、第３条は職員で

ございます。

第４条は、開館時間に関する規定で、現行

条例より夜間１時間延長するものでございま

す。

第５条は、休館日に関する規定、第６条か

ら第１０条は使用の許可、制限、使用料等に

関する規定でございます。

また、第１１条から第１４条は、権利の譲

渡等の禁止、現状回復の義務、損害賠償の義

務、委任の規定でございます。

別表の料金表につきましては、富良野市使

用料手数料の設定基準に基づき見直しを図

り、改定を行うものでございます。

附則第１項、施行期日は平成１９年４月１

日としようとするものでございます。

第２項は、経過措置でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１８号富良野富良野市老人福祉セン

ター条例の全部改正について御説明申し上げ

ます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

条例に不足している規定等を新たに追加し、

条例の全部を改正しようとするものでござい

ます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条、目的及び設置、第２条、名称及び

位置、第３条、職員、第４条、事業の規定で

ございます。第５条は、開館時間に関する規

定で、現行条例より夕方３０分を延長するも

のでございます。

第６条は、休館日に関する規定で、現行条

例より年末年始の休館日を１日短縮するもの

でございます。

第７条から第１２条は、使用者の範囲、許

可、制限、使用料金に関する規定でございま
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す。

また、第１３条から第１６条は、権利の譲

渡等の禁止、原状回復の義務、損害賠償の義

務、委任の規定でございます。

別表の料金表につきましては、富良野市使

用料手数料の設定基準に基づき見直しを図

り、改定を行うものでございます。

附則、第１項、施行期日は平成１９年４月

１日としようとするものでございます。

第２項は、経過措置でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第１９号富良野市勤労青少年ホーム設

置条例の全部改正について御説明を申し上げ

ます。

本件は、富良野市使用料手数料設定基準に

基づき、使用料等の見直しを行うとともに、

富良野市公の施設設置条例標準例に従い、現

条例に不足している規定等を新たに追加し、

条例の全部を改正しようとするものでござい

ます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条、目的及び設置、第２条、名称及び

位置、第３条、職員、第４条、事業、第５

条、開館時間、第６条、休館日に関する規定

でございます。第７条から第１２条は、使用

者の範囲、使用の許可、制限、使用料等に関

する規定でございます。また、第１３条から

第１６条は、権利の譲渡等の禁止、原状回復

の義務、損害賠償の義務、委任の規定でござ

います。

別表の料金表につきましては、富良野市使

用料手数料の設定基準に基づき見直しを図

り、改定を行うものでございます。

附則、第１項、施行期日は平成１９年４月

１日としようとするものでございます。

第２項は、経過措置でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２０号地方自治法の一部を改正する

法律（平成１８年法律第５３号）の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定につい

て御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に、平成１８

年法律第５３号として公布された地方自治法

の一部改正に伴い、富良野市条例の文言整理

のために条例を制定しようとするものでござ

います。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、助役の名称が副市長に変更

されるとともに、特別職であった収入役を廃

止し、かわりに一般職である会計管理者をす

べての地方自治体に置くことになり、また吏

員とその他の職員の区分及び事務吏員と技術

吏員の区分を廃止し、一律に職員とすること

になったものでございます。

以下、条を追って御説明を申し上げます。

第１条から第２条及び第７条の規定は、助

役の名称を副市長に改めるものでございま

す。

第３条から第４条、及び第６条、第８条の

規定は、吏員の名称を職員に改めるものでご

ざいます。

第５条は、助役と吏員の名称をともに改め

るものでございます。

第９条は、富良野市ワイン事業の設置に関

する条例の一部改正で、富良野市収入役事務

兼掌条例で、従前、収入役、助役に行わせて

いたものを会計管理者に行わるよう改正する

ものと、あわせて会計事務の文言整理を行う

ものでございます。

第１０条は、収入役の廃止に伴い、富良野

市収入役事務兼掌条例を廃止するものでござ

います。

なお、条例施行日は、法律の施行にあわ

せ、平成１９年４月１日から施行とするもの

でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２１号富良野市職員の特殊勤務手当

支給に関する条例の一部改正について御説明

申し上げます。

本件は、平成１８年８月２３日開催の富良

野市教育委員会第４回定例会において、富良
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野市立樹海東小学校と富良野市立樹海西小学

校を平成１９年３月３１日をもって統合廃止

し、平成１９年４月から樹海小学校として開

校することに決定されたことに伴い、別表中

の樹海西小学校、樹海東小学校を樹海小学校

にしようとするものでございます。

附則につきましては、施行日を平成１９年

４月１日からとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２２号富良野市手数料用条例の一部

改正について御説明を申し上げます。

本件は、平成１４年度に北海道から権限委

譲を受け事務処理を行っている都市計画法に

基づく開発行為等の許可事務、宅地造成等規

制法に基づく宅地造成工事の許可事務につい

て、現在市で進めております使用料手数料の

全庁的な見直しの一環として、行政サービス

における公平な利用者負担を確保するために

手数料の見直しを行い、改正を行うものでご

ざいます。

なお、この改正につきましては、平成１９

年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２３号富良野市立学校設置条例の一

部改正について御説明を申し上げます。

本件は、少子化による児童数の減少と今後

の推移を踏まえ、東山地域の方々から子供た

ちの教育環境を考え、教育効果を上げるため

の要望により、市立樹海東小学校と市立樹海

西小学校を統合し、新たに樹海小学校を設置

しようとするものでございます。

条例一部改正の内容につきましては、市立

樹海東小学校と市立樹海西小学校を閉校廃止

し、樹海西小学校の校舎を使用し、新しく樹

海小学校を設置するものでございます。

これにより、小学校は１１校から１０校

に、中学校はそのままの７校で、小中合わせ

て１８校から１７校となるものでございま

す。

また、学校の位置につきましては、住居表

示の字表示とするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２４号富良野市企業振興促進条例の

一部改正について御説明申し上げます。

本件は、富良野市の産業振興を促進するた

め、市内に新設または増設した工場等に対し

助成する内容の条例でございますが、さらに

中小零細企業の設置、投資及び事業の近代化

を促進するため、指定要件等改正しようとす

るものでございます。

内容につきましては、指定要件であります

工場等の固定資産評価額を２,０００万円以

上とする改正と、新規雇用者を３人以上とす

る改正、また過去において現行条例の指定を

受けた工場等の再指定及び市税滞納者につき

ましては指定ができない旨の改正でございま

す。

また、補助金額及び期間につきましては、

固定資産相当額に２分の１を乗じて得た額

を、新設の場合は６年間、増設の場合は３年

間とし、市内居住者で新規雇用数に対し２人

以上の場合、１人当たり２４万円を１年間補

助する内容でございます。

附則、第１項、施行期日は平成１９年１月

１日からとし、第２項は経過措置として、改

正前に指定を受けた事業者は改正前の条例を

適用するものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２５号富良野市開拓婦人ホーム条例

の廃止について御説明申し上げます。

本条例は、富良野市開拓婦人ホームの設置

と管理を、たちばな地区に委託することを規

定しており、たちばな地区女性の交流の場と

して大きな役割を果たしてまいりました。

しかし、設置目的としての役割を終えたこ

とと、実質的にたちばな地区に限定した会館

として、維持管理のすべてを地元で負担する

という管理体制で運営してきたことから、平

成１９年４月にたちばな地区に無償で譲渡
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し、今後とも自主的・自立的な運営を行って

もらう予定でおり、地元との協議も整ってい

るところでございます。

このことから、富良野市開拓婦人ホーム条

例を廃止しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２６号富良野市建築確認申請等手数

料徴収条例の一部改正について御説明申し上

げます。

本件は、平成１２年の地方分権一括法の施

行により、建築基準法による法定手数料とし

ての取り扱いから、各行政長が条例により手

数料の額を決められることなっているところ

でございますが、平成１２年の条例制定後、

６年を経過したこと。その後の建築基準法改

正における審査項目の増加等に応じた適切な

単価に改定すべき必要があること、加えて、

市で進めております使用料、手数料の全庁的

な見直しの一環として、行政サービスにおけ

る公平な利用者負担を確保する必要から、手

数料の見直しを行い改正を行うものでござい

ます。

なお、この改正につきましては、平成１９

年４月１日から施行しようとするものでござ

います。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２７号富良野地区学校給食組合規約

の変更について御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に、平成１８

年法律第５３号として公布された地方自治法

の一部改正に伴い、富良野地区学校給食組合

規約の変更を行おうとするものでございま

す。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、構成自治体における助役の

名称が副市町村長と変更されるとともに、一

般職である会計管理者を置くこと、また、吏

員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職

員とすることになり、これによる変更を行う

ものでございます。

あわせて、事務所の位置の規定について

も、従来は組合の事務所は富良野市に置くと

だけ規定されておりましたが、実際に執務を

行う富良野市花園町３番２２号に置くと変更

するものでございます。

施行日につきましては、北海道知事の許可

に基づき、平成１９年４月１日からとするも

のでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２８号富良野地区環境衛生組合規約

の変更について御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に、平成１８

年法律第５３号として公布された地方自治法

の一部改正に伴い、富良野地区環境衛生組合

規約の変更を行おうとするものでございま

す。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、構成自治体における助役の

名称が副市町村長と変更されるとともに、一

般職である会計管理者を置くこと、また、吏

員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職

員とすることになり、これによる変更を行う

ものでございます。

また、特別地方自治体である一部事務組合

の組織における助役の名称も、法改正の趣旨

を踏まえ、副組合長へ変更しようとするもの

でございます。

あわせて、事務所の位置の規定について

も、従来は組合の事務所は富良野市に置くと

だけ規定されておりましたが、実際に執務を

行う富良野市字上五区に置くと変更するもの

でございます。

施行日につきましては、北海道知事の許可

に基づく平成１９年４月１日からとするもの

でございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第２９号富良野広域串内草地組合規約

の変更について御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に、平成１８

年法律第５３号として公布された地方自治法
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の一部改正に伴い、富良野広域串内草地組合

規約の変更を行おうとするものでございま

す。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、構成自治体における助役の

名称が副市町村長と変更されるとともに、一

般職である会計管理者を置くこと、また、吏

員とその他の職員の区分を廃止し、一律に職

員とすることになり、これによる変更を行う

ものでございます。

あわせて、副管理者の選任について、従前

より慣例として管理者の属する市町村から選

任、同意されていたもの、組織の運営上、従

前の選任の取り扱いが最も合理的であること

から、実態に合った規定にするため、変更す

るものでございます。

施行日につきましては、北海道知事の許可

に基づき、平成１９年４月１日からとするも

のでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第３０号富良野地区消防組合規約の変

更について御説明申し上げます。

本件は、平成１８年６月７日に、平成１８

年法律第５３号として公布された地方自治法

の一部改正に伴い、富良野地区消防組合規約

の変更を行おうとするものでございます。

平成１９年４月１日から施行する地方自治

法の改正により、構成自治体における助役の

名称が副市町村長と変更されるとともに、一

般職である会計管理者を置くことになり、こ

れによる変更を行うものでございます。

また、特別地方自治体である一部事務組合

の組織における助役の名称も、法改正の趣旨

を踏まえ、副組合長へ変更しようとするもの

でございます。

施行日につきましては、北海道知事の許可

に基づき、平成１９年４月１日からとするも

のでございます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

議案第３１号指定管理者の指定について御

説明申し上げます。

本件は、富良野市中心街活性化センター設

置条例第５条の規定に基づき、富良野市中心

街活性化センターの管理に係る業務を指定管

理者に行わせようとするもので、指定管理予

定者としてふらのまちづくり株式会社を選定

いたしましたので、当該施設の指定管理者と

して指定いたしたく、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。

指定期間は、平成１９年４月１日から平成

２２年３月３１日までの３年間としようとす

るものでございます。

なお、募集から指定管理予定者として、選

定に至る経過を別紙資料として配付してござ

いますので、参考にしていただきたいと存じ

ます。

以上、よろしく御審議のほどお願いを申し

上げます。

訂正をお願いいたしたいと思います。

議案第２７号富良野地区学校給食組合規約

の変更について、執務を行う場所の説明でご

ざいます。

富良野市花園町３番６６号に置くというふ

うに変更をお願いをしたいと存じます。

以上でございます。

以上で、提案説明を終○議長（中元優君）

わります。

────────────────────

散 会 宣 告

────────────────────

以上で、本日の日程は○議長（中元優君）

終了いたしました。

１２日、１３日、１４日、１５日は議案調

査のため、１６日、１７日は休日のため、そ

れぞれ休会であります。

１８日の議事日程は、当日配付をいたしま

す。

本日は、これをもって散会いたします。

午後 ２時００分 散会
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平成１８年１２月１１日

議 長 中 元 優
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